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「
並
び
に
個
人
事
業
税
振
替
済
通
知
書
」

 
「
、
個
人

 

事
業
税
の
口
座
振
替
納
付
書
送
付
通
知
書
（
非
Ｍ
Ｔ
分
）
並
び
に
不
動
産
取
得
税
の
変
更
通
知
書
、

減
額
通
知
書
、
取
消
通
知
書
、
減
免
通
知
書
、
納
税
義
務
免
除
通
知
書
、
徴
収
猶
予
通
知
書
及
び

 

徴
収
猶
予
取
消
通
知
書
」

 

訓

令 

埼
玉
県
訓
令
第
七
号 

本 
 

 
 

 

庁 

地 

域 

機 

関 

埼
玉
県
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
八
年
六
月
二
十
六
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 
 

 

埼
玉
県
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

埼
玉
県
公
印
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
埼
玉
県
訓
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
埼
玉
県
県
税
事
務
所
長
印
の
項
中 
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に
改
め
る
。 

附 

則 

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
六
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
六
十
号 

自
転
車
競
技
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
九
号
）
第
三
条
第
二
号
及
び
第
三
号
に
係
る
事

務
を
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。 

令
和
八
年
六
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

受
託
者
の
名
称
及
び
所
在
地 

株
式
会
社
ケ
イ
ド
リ
ー
ム
ス 

東
京
都
世
田
谷
区
玉
川
一
丁
目
十
四
番
一
号 

二 

委
託
契
約
締
結
日 

令
和
八
年
四
月
一
日 

三 

委
託
期
間 

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
六
十
一
号 

自
転
車
競
技
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
九
号
）
第
三
条
第
二
号
及
び
第
三
号
に
係
る
事

務
を
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。 

令
和
八
年
六
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

受
託
者
の
名
称
及
び
所
在
地 

株
式
会
社
チ
ャ
リ
・
ロ
ト 

東
京
都
渋
谷
区
渋
谷
二
丁
目
二
十
四
番
十
二
号 

二 

委
託
契
約
締
結
日 

令
和
八
年
四
月
一
日 

三 

委
託
期
間 

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
六
十
二
号 

自
転
車
競
技
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
九
号
）
第
三
条
第
二
号
及
び
第
三
号
に
係
る
事

務
を
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。 

令
和
八
年
六
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

受
託
者
の
名
称
及
び
所
在
地 

オ
ッ
ズ
・
パ
ー
ク
株
式
会
社 

東
京
都
中
央
区
京
橋
二
丁
目
二
番
一
号 

二 

委
託
契
約
締
結
日 

令
和
八
年
四
月
二
十
四
日 

三 

委
託
期
間 

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
六
十
三
号 

自
転
車
競
技
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
九
号
）
第
三
条
第
二
号
及
び
第
三
号
に
係
る
事

務
を
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。 

令
和
八
年
六
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

受
託
者
の
名
称
及
び
所
在
地 

株
式
会
社

W
in

T
ic

k
e
t 

東
京
都
渋
谷
区
宇
田
川
町
四
十
番
一
号 

二 

委
託
契
約
締
結
日 

令
和
八
年
四
月
二
十
七
日 

三 

委
託
期
間 

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
六
十
四
号 

自
転
車
競
技
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
九
号
）
第
三
条
第
二
号
及
び
第
三
号
に
係
る
事

務
を
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。 

令
和
八
年
六
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

受
託
者
の
名
称
及
び
所
在
地 

株
式
会
社

B
e
tim

o
 

東
京
都
渋
谷
区
千
駄
ヶ
谷
五
丁
目
三
十
一
番
十
一
号 

二 

委
託
契
約
締
結
日 

令
和
八
年
四
月
二
十
四
日 

三 

委
託
期
間 

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
六
十
五
号 

自
転
車
競
技
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
九
号
）
第
三
条
第
二
号
及
び
第
三
号
に
係
る
事

務
を
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。 

令
和
八
年
六
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

受
託
者
の
名
称
及
び
所
在
地 

株
式
会
社
オ
ー
タ 

東
京
都
新
宿
区
山
吹
町
三
百
四
十
六
番
地
六 

二 

委
託
契
約
締
結
日 

令
和
八
年
四
月
一
日 

三 

委
託
期
間 

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 



 

告 
 

示 
埼
玉
県
告
示
第
四
百
六
十
六
号 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
、 

株
木
用
水
土
地
改
良
区
か
ら
役
員
に
就
任
し
た
者
及
び
役
員
を
退
任
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
に

つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
八
年
六
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

就
任 

 

職
名 

氏 

名 
 

 
 

 
住 

所 

 

理
事 

市 

川 

剛 

史 

埼
玉
県
坂
戸
市
大
字
島
田
百
八
十
番
地
三 

 

 

同 
 

井 

口 

雅 

丈 

同 
 

同 
 

同 
 

 

百
八
十
七
番
地 

 

同 
 

岡 

野 
 

 

弘 

同 
 

同 
 

同 
 

 

三
百
九
十
番
地 

 

同 
 

市 

川 

浩 

明 

同 
 

同 
 

同 
 

 

四
百
六
十
一
番
地
の
一 

 

同 
 

金 

子 

二 

郎 

同 
 

同 
 

同 
 

 
五
百
九
十
一
番
地
二 

 

同 
 

林 
 

 

正 

幸 

同 
 

同 
 

同 
 

 
七
百
十
三
番
地 

 

同 
 

岡 

野 

和 

之 

同 
 

同 
 

同 
 

 

千
三
百
十
七
番
地
一 

 

同 
 

安 

野 

正 

芳 

同 
 

同 
 

関
間
四
丁
目
四
番
三
十
九
号
ラ
イ
オ
ン
ズ
ガ
ー 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

デ
ン
若
葉
七
百
六
号
室 

 

同 
 

大 

野 

宏 

行 

同 
 

同 
 

大
字
赤
尾
千
五
百
三
十
四
番
地 

 

同 
 

森 

田 

泰 

司 

同 
 

同 
 

同 
 

 

千
八
百
七
十
三
番
地 

 

同 
 

荒 

井 

健 

司 

同 
 

同 
 

同 
 

 

千
九
百
二
十
四
番
地 

 

同 
 

林 
 

 

勝 

也 

同 
 

同 
 

同 
 

 

二
千
二
十
九
番
地
二 

 

同 
 

千 

枝 

和 

弘 

同 
 

同 
 

大
字
石
井
二
千
四
百
五
十
六
番
地 

 

同 
 

小 

室 

昭 

一 

同 
 

同 
 

大
字
塚
越
七
百
五
番
地
の
一 

 

同 
 

根 

本 

義 

之 

同 
 

同 
 

大
字
片
柳
千
七
百
八
十
六
番
地
三 

 

同 
 

坂 

爪 
 

 

洋 

同 
 

同 
 

大
字
青
木
七
百
番
地 

 

監
事 

山 

崎 
 

 

明 

同 
 

同 
 

大
字
赤
尾
千
八
百
九
番
地 

 

同 
 

根 

本 

靖 

久 

同 
 

同 
 

大
字
片
柳
百
七
十
九
番
地
六 

 

同 
 

横 

井 

雅 

亮 

同 
 

所
沢
市
西
狭
山
ヶ
丘
二
丁
目
二
千
九
十
一
番
地
の
四 

二 

退
任 

 
 

職
名 

氏 

名 
 

 
 

 

住 

所 

 
 

理
事 

岡 

安 

盛 

夫 

埼
玉
県
坂
戸
市
大
字
島
田
四
番
地 

 
 

同 
 

根 

本 

将 

也 

同 
 

同 
 

同 
 

 

百
八
十
二
番
地
の
二 

 
 

同 
 

中 

島 

秀 

明 

同 
 

同 
 

大
字
片
柳
百
五
十
番
地
六 



 
 

同 
 

石 

川 

赴 

夫 

同 
 

同 
 

大
字
島
田
四
百
七
十
四
番
地 

 
 

同 
 

林 
 

 

清 

重 

同 
 

同 
 

同 
 

 

五
百
五
十
九
番
地 

 
 

同 
 

志 

儀 

次 

男 

同 
 

同 
 

同 
 

 

六
百
六
番
地
二 

 
 

同 
 

岡 

野 
 

 

弘 

同 
 

同 
 

同 
 

 

千
二
百
三
十
五
番
地 

 
 

同 
 

林 
 

 
 

 

昇 

同 
 

同 
 

大
字
赤
尾
千
五
百
七
十
八
番
地
二 

 
 

同 
 

山 
﨑 

 
 

孝 

同 
 

同 
 

同 
 

 

千
七
百
四
十
番
地 

 
 

同 
 

山 

﨑 
秀 

朗 

同 
 

同 
 

同 
 

 

千
八
百
三
十
三
番
地 

 
 

同 
 

山 

﨑 
 

 
猛 

同 
 

同 
 

同 
 

 

千
八
百
九
十
九
番
地
の
一 

 
 

同 
 

林 
 

 

伸 

昭 
同 

 

同 
 

同 
 

 

千
九
百
三
十
五
番
地
一 

 
 

同 
 

柏 

俣 

富 

廣 

同 
 

同 
 

大
字
石
井
百
九
十
一
番
地 

 
 

同 
 

池 

田 

一 

夫 

同 
 

同 
 

同 
 

 

二
千
四
百
六
十
二
番
地 

 
 

同 
 

小 

島 

正 

雄 

同 
 

同 
 

大
字
塚
越
三
百
三
十
九
番
地 

 
 

同 
 

小
谷
野 

文 

夫 

同 
 

同 
 

大
字
小
沼
三
百
七
十
九
番
地 

 
 

監
事 

中 

島 

義 

一 

同 
 

同 
 

大
字
島
田
九
十
八
番
地
七 

 
 

同 
 

和 

田 

茂 

雄 

同 
 

同 
 

大
字
赤
尾
千
四
百
三
十
三
番
地
一 

 
 

同 
 

石 

井 
 

 

忠 

同 
 

入
間
郡
越
生
町
大
字
西
和
田
八
百
三
十
九
番
地 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
六
十
七
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り 

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
六
月
二
十
六
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 



１ 調達内容 

 ⑴ 購入等件名及び数量 

   犯罪捜査支援用パソコン及び同管理サーバ等の賃貸借 一式 

 ⑵ 調達案件の仕様等 

   入札説明書及び仕様書による。 

 ⑶ 履行期間 

   契約締結日から令和15年２月28日（月）まで。ただし、翌年度以降において、

歳入歳出予算の当該契約の金額について減額又は削除があった場合は、当該契

約を解除する。 

 ⑷ 納入場所 

埼玉県警察本部総務部情報管理課長が指定する場所 

 ⑸ 入札方法 

   本件入札は、「埼玉県電子入札共同システム」により行う。ただし、同シス

テムの利用者登録をしていない者については、紙媒体による入札書の郵送又は

持参による入札も認める。また、入札金額については、履行期間全体の総価を

入力し、又は記載すること。 

   なお、落札決定に当たっては、入札書に入力され、又は記載された金額に当

該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端

数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額

とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税

事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を

入札書に入力し、又は記載すること。 

２ 競争入札参加資格 

 ⑴ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者

であること。 

 ⑵ 物品の買入れ等に係る入札参加資格に関する告示（令和６年埼玉県告示第833

号）に基づき、業種区分「物品の賃貸」のＡ等級に格付けされた者であること。 

 ⑶ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る入札参加

停止等の措置要綱（平成21年３月31日付け入審第513号）に基づく入札参加停止

措置を受けていない者であること。 

 ⑷ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る暴力団排

除措置要綱（平成21年４月１日付け入審第97号）に基づく入札参加除外措置を

受けていない者であること。 

 ⑸ 納入しようとする物品が仕様書等に示す各要求事項に適合することを認めら



れた者であること（詳細は、入札説明書及び仕様書による。）。 

３ 入札書の提出場所等 

 ⑴ 紙媒体の入札書を郵送し、又は持参する場合の提出場所、契約条項を示す場

所並びに入札説明書の交付場所及び問合せ先 

   〒330-8533 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 埼玉県警察本部

総務部財務局会計課調度係 香崎 電話048-832-0110 内線2247 

 ⑵ 入札説明書の交付方法 

  ア 「埼玉県電子入札共同システム」による場合 

    埼玉県ホームページを開き、「電子入札総合案内」を選択して、「入札情

報公開システム」からダウンロードすること。 

  イ 紙媒体による場合 

    上記⑴の交付場所において交付する（事前に電話により連絡すること。）。 

 ⑶ 仕様書の交付方法及び問合せ先 

   次の交付場所において交付する（事前に電話により連絡すること。）。 

   〒330-8533 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 埼玉県警察本部

総務部情報管理課運用第一係 山口 電話048-832-0110 内線2453 

 ⑷ 入札書受付期間 

  ア 「埼玉県電子入札共同システム」を使用する場合 

   競争入札参加資格の確認を得た日から令和８年８月25日（火）午前９時50

分まで 

  イ 紙媒体の入札書を郵送し、又は持参する場合 

   (ｱ) 郵送の場合 

     競争入札参加資格の確認を得た日から令和８年８月24日（月）午後５時

まで 

     なお、書留郵便によること。 

   (ｲ) 持参の場合 

     競争入札参加資格の確認を得た日から令和８年８月25日（火）午前９時

50分まで 

 ⑸ 開札の場所及び日時 

   埼玉県警察本部総務部財務局会計課 令和８年８月25日（火）午前10時 

４ その他 

 ⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨 

 ⑵ 入札保証金及び契約保証金 



  ア 入札保証金 

    入札者は、見積もった契約金額に入札保証金の率（100分の５以上）を乗じ

た額を納付するものとする。ただし、埼玉県財務規則（昭和39年埼玉県規則

第18号。以下「財務規則」という。）第93条第２項の規定に該当する場合は、

免除する。 

  イ 契約保証金 

    契約の相手方は、契約金額に契約保証金の率（100分の10以上）を乗じた額

を納付するものとする。ただし、財務規則第81条第２項の規定に該当する場

合は、免除する。 

 ⑶ 入札者に要求される事項 

   この一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に示す必要な書類を

次のいずれかの方法で令和８年７月23日（木）午前11時までに提出し、競争入

札参加資格（上記２⑸に定める競争入札参加資格を除く。）の確認を得なけれ

ばならない。また、上記２⑸に定める競争入札参加資格については、納入する

物品について機能証明書等を作成し、令和８年７月23日（木）午前11時までに

上記３⑶の場所に提出し、確認を得なければならない。 

   なお、入札事務の担当者から、提出した書類に関し説明を求められた場合は、

それに応じなければならない。 

  ア 「埼玉県電子入札共同システム」により確認申請する。 

  イ 紙媒体の書類を上記３⑴の提出場所に郵送し、又は持参する。 

 ⑷ 入札の無効 

   次に掲げる入札書は、無効とする。 

  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者の提出した入札書 

  イ 入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書 

  ウ 財務規則第97条又は埼玉県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定め

る規則（平成７年埼玉県規則第106号）第９条の規定に該当する入札書 

 ⑸ 契約書作成の要否 

   要 

 ⑹ 落札者の決定方法 

   財務規則第94条の規定に基づいて定められた予定価格の制限の範囲内で最低

の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

 ⑺ 手続における交渉の有無 

   無 

 ⑻ 競争入札参加資格の付与 



   上記２⑵に定める競争入札参加資格のない者で入札を希望するものは、競争

入札参加資格審査申請書及び特定調達契約に係る競争入札参加予定連絡票（別

記様式４）を令和８年７月３日（金）午後５時までに埼玉県総務部入札審査課

審査担当（〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 電話

048-830-5775（直通））に提出し、資格審査を受けること。ただし、この申請

は通常の競争入札参加資格申請の例外となるため、入札参加資格を得ても参加

できるのは本案件のみとなる。 

   また、入札の方法は紙によるものとする。 

 ⑼ 支払条件 

   発注者埼玉県は、適法な代金請求書を受理した日から30日以内に当該代金を

受注者に支払うものとする。 

 ⑽ その他詳細は、入札説明書及び仕様書による。 

５  Summary 

 ⑴ Nature and quantity of the product to be purchased: A lease of  

    personal computers and management servers for assisting criminal  

    investigation 

 ⑵  Deadline for tender: 

    [By electronic tender system] by 9:50 a.m. on August 25, 2026 

    [By registered mail] by 5:00 p.m. on August 24, 2026 

    [In person] by 9:50 a.m. on August 25, 2026 

⑶  Contact point for the notice: Property Management Group, Finance  

    Division, Finance Bureau, General Affairs Department, Saitama Pre- 

    fectural Police Headquarters, 3-15-1 Takasago, Urawa-ku, Saitama-shi, 

    Saitama-ken 330-8533, Telephone 048-832-0110 Ext.2247 
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令和７年度第４回定期監査結果の報告について 

 

 監査委員は、地方自治法（以下「法」という。）第 199条第１項、第２項及び第４項並び

に埼玉県監査基準（以下「基準」という。）に基づき次のとおり監査を実施した。 

 監査の結果について、法第 199条第９項及び基準第 15条第１項に基づき報告する。 

 

１ 監査等の種類 

  定期監査（基準第３条第１項第１号） 

 

２ 監査の対象 

（１）対象事務 

   令和６年度、令和７年度における財務に関する事務の執行、経営に係る事業の管理

及びその他の事務の執行 

（２）対象機関 

   地域機関 127機関（別紙「監査対象機関」のとおり） 

（３）実施期間 

   令和８年１月７日～令和８年２月 20日 

 

３ 監査の着眼点 

・ 財務に関する事務の執行の監査は、当該事務の執行が適正で経済的、効率的で効果

的かどうかを主眼とする。 

・ 経営に係る事業の管理の監査は、当該事務に係る財務に関する事務の執行のほか、

会計経理の処理が合理的かつ能率的に行われているかどうかを主眼とする。 

・ 監査対象機関の事務の執行等についての監査は、法令等に従って適正処理されてい

るかという観点に加えて、費用対効果に配慮したものとなっているか、所期の成果を

上げているかなど、経済性、効率性、有効性の観点を主眼とする。 

 

４ 監査の実施内容 

 基準第８条に基づく実施計画を策定するとともに、同第９条ないし第 13条の規定を踏

まえて監査を実施した。 

 

５ 監査結果 

 今回報告分の財務に関する事務の執行、経営に係る事業の管理及びその他の事務の執

行は、監査を実施した範囲において、おおむね適正であることを確認した。 

 なお、個別の事務事業に関して是正又は改善が必要と認められる事項は次のとおりで

ある。 

 

（１） 指摘事項 なし 

 

＜参考：指摘事項＞ 

  事務事業の執行等が次の各号のいずれかに該当すると認められるもの 

  ア 事務事業の執行等に重大な誤りがあったため、当該事業の是正又は改善が必要と

認められるもの 



 

 

  イ 事務事業の執行等において、その効果が極めて不十分なため抜本的な改善が必要

と認められるもの 

 

（２） 注意事項 ２件（２機関） 

番号 部局 機関 概      要 

1 

教育委員会 川口青陵高等学

校 

 令和６年度に締結した「川口青陵高校給水設備改修工事」につい

て、支出負担行為の決裁前に契約を締結していたことは不適切であ

った。 

２ 

警察本部 大宮東警察署 令和６年度に締結した「大宮東警察署浄化槽清掃維持管理業務委

託」について、契約変更に係る支出負担行為の決裁前に変更契約を

締結していたことは不適切であった。 

 

＜参考：注意事項＞ 

  事務事業の執行等が次の各号のいずれかに該当すると認められるもの 

  ア 事務事業の執行等に誤りがあったため、当該事務の是正又は改善が必要と認めら

れるもの 

  イ 事務事業の執行等において、その効果が不十分なため一層の改善、工夫が必要と

認められるもの 



別紙 

 

所管部局 監 査 対 象 機 関 

企画財政部 南西部地域振興センター、西部地域振興センター 

総務部 さいたま県税事務所、上尾県税事務所、朝霞県税事務所、春日部県税事務

所、越谷県税事務所 

環境部 中央環境管理事務所、西部環境管理事務所、東部環境管理事務所 

福祉部 西部福祉事務所、発達障害総合支援センター、中央児童相談所、朝霞児童

相談所、越谷児童相談所、埼玉学園 

保健医療部 朝霞保健所、草加保健所、東松山保健所、坂戸保健所、狭山保健所 、食

肉衛生検査センター、食肉衛生検査センター北部支所 

産業労働部 計量検定所、中央高等技術専門校、川口高等技術専門校、職業能力開発セ

ンター 

農林部 中央家畜保健衛生所、川越家畜保健衛生所、秩父高原牧場、水産研究所 

教育委員会 西部教育事務所、歴史と民俗の博物館、嵐山史跡の博物館、近代美術館、

加須げんきプラザ、上尾高等学校、上尾南高等学校、朝霞高等学校、朝霞

西高等学校、岩槻高等学校、浦和高等学校、浦和北高等学校、浦和商業高

等学校、大宮高等学校、大宮光陵高等学校、大宮東高等学校、大宮南高等

学校、小川高等学校、桶川高等学校、桶川西高等学校、春日部高等学校、

春日部東高等学校、川口工業高等学校、川口青陵高等学校、川口東高等学

校、川越高等学校、川越女子高等学校、川越西高等学校、川越南高等学校、

北本高等学校、久喜工業高等学校、栗橋北彩高等学校、越谷総合技術高等

学校、坂戸高等学校、狭山工業高等学校、白岡高等学校、杉戸高等学校、

草加西高等学校、常盤高等学校、所沢高等学校、所沢商業高等学校、所沢

中央高等学校、戸田翔陽高等学校、滑川総合高等学校、新座高等学校、新

座柳瀬高等学校、蓮田松韻高等学校、鳩山高等学校、羽生高等学校、羽生

第一高等学校、富士見高等学校、松伏高等学校、松山高等学校、松山女子

高等学校、三郷北高等学校、八潮高等学校、吉川美南高等学校、和光高等

学校、和光国際高等学校、上尾特別支援学校、上尾特別支援学校上尾南分

校、岩槻はるかぜ特別支援学校、浦和特別支援学校、川口特別支援学校、

川口特別支援学校鳩ケ谷分校、川越特別支援学校、川越特別支援学校川越

たかしな分校、騎西特別支援学校、騎西特別支援学校北本分校、特別支援

学校さいたま桜高等学園、特別支援学校坂戸ろう学園、草加かがやき特別

支援学校、草加かがやき特別支援学校草加分校、所沢特別支援学校、所沢

おおぞら特別支援学校、所沢おおぞら特別支援学校新座柳瀬分校、蓮田特

別支援学校、特別支援学校羽生ふじ高等学園、宮代特別支援学校、毛呂山

特別支援学校、和光特別支援学校、和光南特別支援学校 

警察本部 浦和警察署、浦和東警察署、大宮東警察署、大宮西警察署、武南警察署、

朝霞警察署、新座警察署、草加警察署、東入間警察署、所沢警察署、西入

間警察署、久喜警察署、杉戸警察署、吉川警察署 
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１  監査の結果「指摘」とした事項 

対 象 機 関 

監査結果の公表年月日

（県報の号数） 
監 査 の 結 果 講 じ た 措 置 

福祉部 草加児童

相談所 

令和8年3月6 日 

（第699号） 

業務補助員１名に対する令和7年3月分の報償費について、支給決

定額が17,600円のところ、誤って176,000円を支出したことは著し

く不適切であった。 

 再発防止のため、所属職員全員に監査結果及び経緯等を周知するとともに、

次の取組により財務に関する適正な事務処理を図ることとした。 

１ 過払分について、相手方に納入通知書を送付し、令和 8年１月 30日に

納入が完了した。 

２ 支出事務に係る決裁に関与している職員に対し、財務基本研修資料を周

知し、改めて支出事務に関する基本的な事務処理手順を確認させた。 

３ 当事案の発生時は、決裁に関与する職員は起案者と決裁権者のみの体制

であった。事案発生を受け、決裁は必ず起案者を除く複数名で確認する体

制を整えた。併せて、支出事務を行う際は、「チェックシート（歳出編）」

を活用することとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



２  監査の結果「注意」とした事項 

対 象 機 関 

監査結果の公表年月日

（県報の号数） 
監 査 の 結 果 講 じ た 措 置 

企画財政部 川越比企

地域振興

センター 

令和8年3月6日 

（第699号） 

同センター東松山事務所で支出した交際費（懇親会費）について、

懇親会に出席した職員が当日に私費での立替払を行い、その後、当該

職員の個人口座への振替により精算したことは不適切であった。 

 再発防止のため、関係職員全員に監査結果及び経緯等を周知するとともに、

次の取組により適正な事務処理を図ることとした。  

１ 交際費の支出担当への依頼漏れの防止を図るとともに、財務処理の多重

チェックを行うため、交際費執行一覧兼チェックリストを作成し、事業担

当のグループリーダーが運用することとした。  

 交際費執行一覧兼チェックリストには、執行予定の交際費の内容、執行

予定日、金額、事業担当から支出事務担当への依頼日、資金前渡日、事業

担当の受領日等を記入し、その内容を、事業担当及び支出担当の複数職員

で確認することとした。 

 また、交際費執行一覧兼チェックリストに必要事項が記載され、適切に

運用されているかを確認するためのチェックシートも作成し、交際費支出

事務発生時及び毎月の自己検査時に、事業担当職員で確認を行うことによ

り、交際費の執行漏れ防止に取り組むこととした。 

２ 支出事務担当者は、今回の不適切な処理を受け、直ちに研修資料等を用

いて財務規則を再度確認するとともに、通常業務の中で財務に関するQ＆A

等を使用して知識の習得に努め、財務規則に則った適切な事務処理を徹底

した。また、毎日の朝礼の際に交際費等比較的支出の頻度が少ない事務に

ついて忘れずに起案することを共有し、決裁ライン職員も含めて財務規則

等に則った適正な事務処理の意識付けを徹底し、再発防止に向けた運用を

図ることとした。 

３ 財務規則第56条第１号に基づき、交際費に係る３か月以内の予定経費

を資金前渡で支出し普通預金に預け入れることにより、支出の必要が生

じたときは、即応できるようにした。 



県民生活部 男女共同

参画推進

センター支

所 

令和8年3月6日 

（第699号） 

同支所の財務事務のうち、決裁区分が本所の所長であり、かつ専決

指定されていない決裁について、支所長代決が常態化していたことは

不適切であった。 

 

再発防止のため、職員全員に監査結果及び経緯等を周知するとともに常態

的な代決を改めた。あわせて、次の取組により適正な事務処理を図ることと

した。 

１ 決裁区分の遵守の徹底を図るため、支所における決裁区分表を作成した。 

２ 決裁区分表のTeamsでの周知及び管理職の個別指導により、支所職員全

員の決裁区分への理解を深めることで、適正な事務処理の執行を徹底した。 

保健医療部 高等看護

学院 

令和8年3月6日 

（第699 号） 

外部講師に支給する、駅等と同学院間の交通費について、講師謝金

に含めて支給すべきところ、外部講師に対し職員用の乗車証を交付し、

タクシー代を支払っていたことは不適切であった。 

再発防止のため、所属職員に監査結果及び経緯等を周知するとともに、次

の取組により適正な事務処理を図ることとした。 

１ 令和５年度に作成した事務マニュアル「外部講師謝金における交通費相

当額の考え方について」を所属長の決裁により、次のとおり改訂した。 

（１）「タクシーチケットを交付する」の記載を削除し、タクシー料金相当

額を報償費として支払うことを明記した。（令和7年9月11日改訂） 

（２）出納総務課への相談内容も踏まえながら、「タクシーの利用を認める

基準」と「タクシー料金相当額の計算方法」を新設した。（同 7年10月

15日改訂） 

２ 上記（２）の基準に基づき、同７年 9月 11日以降、タクシーチケット

は使用せず、「タクシーの利用を認める基準」に該当する講師に対しては、

報償費にタクシー料金相当額を加算して支給している。 

３ 新規の外部講師の交通費を算定する時に、タクシー利用を認める場合は、

該当する基準を明記し学院長の決裁を受けることとした。 

４ 今回の監査結果及び経緯、及び上記「外部講師謝金における交通費相当

額の考え方について」を、財務関係の例規文書として常備することとした。 

５ 報償費支払時に添付する帳票（支払額内訳書（報償費 交通費相当額））

の欄外に、「タクシー料金相当額は［外部講師謝金における交通費相当額

の考え方について］に基づく」旨を明記した。 



県土整備部 飯能県土

整備事務

所 

令和8年3月6日 

（第699号） 

「橋りょう架換工事（片柳二号橋補助水路敷設工）」及び「総選除）

交付金（橋りょう維持）工事（越生大橋耐震補強工）」の工事請負契

約について、契約額が当初契約に比べ３割を超えて増額となる変更契

約の締結に当たり、契約保証金を変更後の請負金額の10分の１以上

に増額変更すべきところ、増額していなかったことは不適切であった。 

再発防止のため、所属職員全員に監査結果及び経緯等を周知するとともに、

次の取組により適正な事務処理を図ることとした。 

１ 変更契約に関する正確な手続方法を習得するため、「建設工事請負契約

における契約の保証の取扱いについて（平成８年７月 17 日建設管理課長

通知）」を全職員に既読チェック表付きで回覧することにより、周知の徹

底を図った。 

２ 契約書確認シートの該当欄に「３割以上の増額変更の場合は、保証金も

増額」などの表記を追加し、契約締結の手続に誤りがないか確認できる体

制を整えた。 

県土整備部 行田県土

整備事務

所 

令和8年3月6日 

（第699号） 

令和７年度の道路占用許可に基づく占用料１件について、次の点

で不適切であった。 

１ 占用料の納付について、納期限経過後は、速やかに占用料の納付

を促すべきところ、納期限経過後に占用者から占用場所が変更にな

る可能性があるとの相談を受けたことから、変更内容が示されるま

で占用料の納付を保留していた。 

２ 納入通知書に指定された納期限を経過しても履行されない場合は、

納期限の翌日から起算して40日以内に督促状により督促すべきと

ころ、40日を経過した後も督促状を発行していなかった。 

 再発防止のため、所属職員全員に監査結果及び経緯等を周知するとともに、

次の取組により適正な事務処理を図ることとした。  

１ 債権管理簿に、納期限の翌日から 40 日の日付を表示する欄を追加し、

容易に督促状発行予定日が確認できるよう事務処理の改善を図った。 

２ 債権の記入、納付状況の確認、督促状の要否等、債権管理全体の事務処

理の適正性を確認するチェックシートを作成し、原則として毎週水曜日に

管理担当課長と管理担当職員がチェックを行う体制を整えた。 

３ 毎月行う財務事務の自己検査の検査項目に「納期限翌日から 40 日を経

過した未収金はないか」を追加し、適切な事務処理の執行を徹底した。 

 

都市整備部 大宮公園

事務所 

令和8年3月6日 

（第699号） 

令和６年度の占用許可使用料１件及び公共料金使用料２件につい

て、納入通知書に指定された納期限を経過しても履行されない場合は、

納期限の翌日から起算して40日以内に督促状により督促すべきとこ

ろ、40日を経過した後も督促状を発行していなかったことは不適切

であった。 

再発防止のため、関係職員全員に監査結果及び経緯等を周知するとともに、

次の取組により適正な事務処理を図ることとした。 

１ 債権管理簿の欄外に督促状発行期限の欄を追加し、確認できるようにし

た。  

２ 財務自己検査チェックリストの歳入関係項目に、「総務担当者が取りま

とめている債権管理簿を確認したか」、「収入済通知書で消滅年月日を確認

したか」の項目を新たに追加し、調定担当者が債権管理簿や収入済通知書



を確認する体制を整えた。  

３ 毎月の財務自己検査時に総務担当者作成の債権管理簿を調定担当者が確

認することにより、複数名で確認する体制を整えた。  

４ 財務会計システム上に納期限超過の警告が表示された場合には、総務を

所掌する上席の職員が調定担当者へ注意を促すことにより、適切な債権管

理を徹底する体制を整えた。 

教育委員会 熊谷女子

高等学校 

令和8年3月6日 

（第699号） 

 令和６年度に締結した「ｌｏｃｕｓプログラムを用いたデータサイ

エンス活用事業」について、次の点で不適切であった。 

１ 委託契約の仕様書では、項目として「ProgramⅠフィールドスタデ

ィ（来校型）」と定めており、プログラムの名称のみの記載にとどま

っていた。 

 本件契約は、学校と受託業者間で事前に業務内容の詳細を確認し

ていたことから、契約内容の実施に支障は生じていないが、委託業

務の詳細な内容が仕様書に記載されておらず、契約内容が対外的に

不明確なまま契約を締結していた。 

２ 本業務委託において、生徒の名簿を受託業者に提供していたが、

契約書に個人情報保護に関する取扱いを定めておらず、業務従事者

から個人情報に係る誓約書の写しの提出を求めていなかった。 

再発防止のため、所属職員全員に監査結果及び経緯等を周知するとともに、

次の取組により適正な事務処理を図ることとした。 

１ 事務職員全員及び担当教諭で、出納総務課の財務研修資料等を用いて、

委託契約の仕様書に業務内容を明確に記載する必要性について改めて確認

し、意識の共有を図った。 

２ 生徒の学習活動に関係する委託業務の仕様書には、担当教諭が原案を作

成する段階から、起案者となる事務職員が関与することとし、執行伺の決

裁過程で教頭及び起案者以外の事務職員に回議することで、具体的な業務

内容が仕様書に反映されているか確認する体制を整えた。 

３ 財務に関するチェックシート（契約編）に「個人情報の取扱いの委託を

含む契約において定めるべき事項が記載されているか」及び「仕様書にお

いて業務内容・手法等が具体的に示されているか」の確認欄を追加し、決

裁権者である校長のほか、事務長が契約書及び仕様書の内容を確認する体

制を整えた。 



教育委員会 熊谷女子

高等学校 

令和8年3月6日 

（第699号） 

令和６年度に締結した「電気室接地設備改修工事」について、契約

変更に係る執行伺をしていなかったことは不適切であった。 

再発防止のため、事務職員全員に監査結果及び経緯等を周知するとともに、

次の取組により適正な事務処理を図ることとした。  

１ 財務に関するチェックシート（契約編）に「契約変更に係る執行伺をし

たか」の確認欄を追加し、決裁権者である校長のほか、事務長が契約書及

び仕様書の内容を確認する体制を整えた。 

２ 契約進行管理チェックシートに「執行伺決裁日」と「変更契約執行伺決

裁日」の欄を追加するとともに、起案時と月１回の自己検査時にチェック

シートを添付し、複数の職員がチェックすることで契約変更時に執行伺の

漏れがないかを確認する体制を整えた。 

３ チェックリスト（自己検査）の項目のうち「執行伺・契約伺は適正か」

を「執行伺・契約伺は適正か（契約変更時を含む）」とし、変更契約時に

も執行伺が必要であることを、事務職員全員が定期的に確認する体制を整

えた。 
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令和７年度財政的援助団体等監査結果の報告について 
 

 監査委員は、地方自治法（以下「法」という。）第199条第７項及び埼玉県監査基準（以下「基

準」という。）に基づき次のとおり監査を実施した。 

 監査の結果について、法第199条第９項及び基準第15条第１項に基づき報告する。 

 

１ 監査等の種類 

  財政的援助団体等監査（基準第３条第１項第４号） 

 

２ 監査の対象 

（１）対象事務 

   令和６年度における財務に関する事務の執行、経営に係る事業の管理及びその他の事務の執行  

（２）対象団体 

 ア 出資団体     １３団体 

 イ 指定管理者    １４団体１９施設 

 ウ 補助金等交付団体 ２６団体 

（３）実施期間 

   令和７年９月２５日～令和８年３月２６日 

 

３ 監査の着眼点 

（１）出資団体については、事業が出資等の目的に沿って適切に運営されているか、契約事務や会計 

経理、財産管理等が適切に行われているかを主眼とし、費用対効果をはじめとする経営的な観点 

にも留意する。 

（２）指定管理者については、公の施設の管理が、管理に当たっての協定や条件として定められた基

準などに従って適切に行われているか、契約事務や会計経理、財産管理等が適切に行われている

かなどを主眼とする。 

（３）補助金等交付団体については、県が財政的援助を行っている事業が、補助等の目的に沿って有 

効かつ効率的に執行されているか、補助事業等に係る契約事務や会計経理、財産管理等が適切に 

行われているかなどを主眼とする。 

 

４ 監査の実施内容 

  基準第８条に基づく実施計画を策定するとともに、同第９条ないし第13条の規定を踏まえて監査 

を実施した。 

 

５ 監査の結果 

（１） 出資団体 

 

 

監査対象団体 埼玉高速鉄道株式会社 

所管部局 企画財政部 

監査実施日 
職員調査 令和８年 １月 ９日 

委員監査 令和８年 ３月 ６日（書面） 

財政的援助等

の内容 

出資金 

・県の出資               ５８，９７６，０００，０００円   

・団体の基本財産等          １１９，６２８，０００，０００円   

・県の出資割合                        ４９．３％   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 



 

 

 

 

 

 

 

監査対象団体 公益財団法人さいたま緑のトラスト協会 

所管部局 環境部 

監査実施日 
職員調査 令和７年１０月１６日 

委員監査 令和７年１１月２０日 

財政的援助等

の内容 

出資金 

・県の出資                    ５，０００，０００円   

・団体の基本財産等               １３，０００，０００円   

・県の出資割合                        ３８．５％ 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 公立大学法人埼玉県立大学 

所管部局 保健医療部 

監査実施日 
職員調査 令和７年１０月２９日 

委員監査 令和７年１２月 ９日 

財政的援助等

の内容 

出資金 

・県の出資               ２４，５３４，２９８，８００円  

 ・団体の基本財産等           ２４，５３４，２９８，８００円  

 ・県の出資割合                         １００．０％ 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 地方独立行政法人埼玉県立病院機構（埼玉県立循環器・呼吸器病センター） 

所管部局 保健医療部 

監査実施日 
職員調査 令和７年１１月 ５日 

委員監査 令和７年１２月 ８日（書面） 

財政的援助等

の内容 

出資金 

 ・県の出資               １７，７８９，６３０，２８８円   

 ・団体の基本財産等            １７，７８９，６３０，２８８円   

 ・県の出資割合                          １００．０％   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 地方独立行政法人埼玉県立病院機構（埼玉県立精神医療センター） 

所管部局 保健医療部 

監査実施日 
職員調査 令和８年 １月２１日 

委員監査 令和８年 ３月 ６日（書面） 

財政的援助等

の内容 

出資金 

 ・県の出資               １７，７８９，６３０，２８８円   

 ・団体の基本財産等            １７，７８９，６３０，２８８円   

 ・県の出資割合                          １００．０％   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 



 

 

 

 

 

 

 

 

監査対象団体 公益財団法人埼玉県生活衛生営業指導センター 

所管部局 保健医療部 

監査実施日 
職員調査 令和７年１０月２１日 

委員監査 令和７年１２月 ８日（書面） 

財政的援助等

の内容 

出資金 

 ・県の出資                    ４，０００，０００円   

 ・団体の基本財産等               １０，０１８，０００円   

 ・県の出資割合                         ３９．９％   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 公益財団法人埼玉県産業振興公社 

所管部局 産業労働部 

監査実施日 
職員調査 令和７年１０月 ６日 

委員監査 令和７年１２月２３日 

財政的援助等

の内容 

出資金 

 ・県の出資                      ５，０００，０００円   

 ・団体の基本財産等                ５，０００，０００円   

 ・県の出資割合                         １００．０％   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 公益社団法人埼玉県農林公社 

所管部局 農林部 

監査実施日 
職員調査 令和７年１０月２７日 

委員監査 令和７年１１月２８日 

財政的援助等

の内容 

出資金 

 ・県の出資                  ３９８，６４０，０００円   

 ・団体の基本財産等              ６０６，２５２，０００円   

 ・県の出資割合                         ６５．７％   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 埼玉県道路公社 

所管部局 県土整備部 

監査実施日 
職員調査 令和７年１１月１０日 

委員監査 令和８年 １月１３日(書面） 

財政的援助等

の内容 

出資金 

 ・県の出資               １１，２１８，０００，０００円   

 ・団体の基本財産等           １２，０５８，０００，０００円   

 ・県の出資割合                          ９３．０％   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 



 

 

 

 

 

 

 

監査対象団体 株式会社さいたまアリーナ 

所管部局 都市整備部 

監査実施日 
職員調査 令和７年１０月１０日 

委員監査 令和７年１１月 ５日（書面） 

財政的援助等

の内容 

出資金 

 ・県の出資                  １５０，０００，０００円   

 ・団体の基本財産等              ４９５，０００，０００円   

 ・県の出資割合                       ３０．３％   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 埼玉県住宅供給公社 

所管部局 都市整備部 

監査実施日 
職員調査 令和７年１０月 ３日 

委員監査 令和７年１２月１９日（書面） 

財政的援助等

の内容 

出資金 

 ・県の出資                   ４０，０００，０００円   

 ・団体の基本財産等               ４０，０００，０００円   

 ・県の出資割合                        １００．０％   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 公益財団法人埼玉県下水道公社 

所管部局 下水道局 

監査実施日 
職員調査 令和７年１１月２７日 

委員監査 令和８年 １月１３日（書面） 

財政的援助等

の内容 

出資金 

 ・県の出資                   ５５，０３０，０００円   

 ・団体の基本財産等              １１０，０６０，０００円   

 ・県の出資割合                         ５０．０％   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 公益財団法人埼玉県埋蔵文化財調査事業団 

所管部局 教育局 

監査実施日 
職員調査 令和７年１１月２１日 

委員監査 令和８年 １月１３日（書面） 

財政的援助等

の内容 

出資金 

 ・県の出資                   １０，０００，０００円   

 ・団体の基本財産等               １０，０００，０００円   

 ・県の出資割合                        １００．０％   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 



 

 

 

 

 

（２）指定管理者 

 

 

 

 

 

 

 

 

監査対象団体 公益財団法人埼玉県暴力追放・薬物乱用防止センター 

所管部局 警察本部 

監査実施日 
職員調査 令和７年１２月 １日 

委員監査 令和８年 １月２７日（書面） 

財政的援助等

の内容 

出資金 

 ・県の出資                  ７７９，５８７，０００円   

 ・団体の基本財産等            １，０２８，１６６，９８７円   

 ・県の出資割合                         ７５．８％   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 公益財団法人トトロのふるさと基金 

所管部局 環境部 

監査実施日 
職員調査 令和７年１０月 ２日 

委員監査 令和７年１１月１０日（書面） 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料 

 埼玉県狭山丘陵いきものふれあいの里センター   １６，５４１，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 社会福祉法人埼玉県社会福祉事業団 

所管部局 福祉部 

監査実施日 
職員調査 令和７年１０月１４日 

委員監査 令和７年１１月 ５日（書面） 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料 

 そうか光生園障害者歯科診療所          ５６，９１４，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 社会福祉法人ブルーバードホーム 

所管部局 福祉部 

監査実施日 
職員調査 令和８年 １月２０日 

委員監査 令和８年 ３月１０日（書面） 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料 

 埼玉県立熊谷点字図書館             ４０，９４０，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監査対象団体 株式会社コンベンションリンケージ 

所管部局 産業労働部 

監査実施日 
職員調査 令和７年１０月２３日 

委員監査 令和７年１２月 １日 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料  

 東部地域振興ふれあい拠点施設         １１７，９４４，１１７円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 ＮｅＣＳＴ 

所管部局 産業労働部 

監査実施日 
職員調査 令和７年１０月１４日 

委員監査 令和７年１１月１７日 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料 

 西部地域振興ふれあい拠点施設          ９４，９６０，８５５円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 公益社団法人埼玉県農林公社 

所管部局 農林部 

監査実施日 
職員調査 令和８年 １月１５日 

委員監査 令和８年 ３月１０日（書面） 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料 

 埼玉県種苗センター              １４３，０３２，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 株式会社髙橋造園 

所管部局 農林部 

監査実施日 
職員調査 令和７年１０月３０日  

委員監査 令和７年１２月 ８日（書面）  

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料 

 みどりの村                   １８，２２６，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監査対象団体 株式会社さいたまアリーナ 

所管部局 都市整備部 

監査実施日 
職員調査 令和７年１０月１０日 

委員監査 令和７年１１月 ５日(書面） 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料 

 さいたまスーパーアリーナ           １０６，４９９，７７２円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 公益財団法人埼玉県公園緑地協会 

所管部局 都市整備部 

監査実施日 
職員調査 令和８年 １月２６日 

委員監査 令和８年 ３月１９日（書面）  

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料  

 上尾運動公園                 １８３，９３９，５３８円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 公益財団法人埼玉県公園緑地協会 

所管部局 都市整備部 

監査実施日 
職員調査 令和７年１０月 ８日 

委員監査 令和７年１１月１２日 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料  

 秋ヶ瀬公園                  １０６，４９６，８５８円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 公益財団法人埼玉県公園緑地協会 

所管部局 都市整備部 

監査実施日 
職員調査 令和７年１１月 ４日 

委員監査 令和７年１２月 ９日 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料  

  しらこばと公園                １２１，６４８，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監査対象団体 公益財団法人埼玉県公園緑地協会 

所管部局 都市整備部 

監査実施日 
職員調査 令和７年 ９月２５日 

委員監査 令和７年１０月２３日 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料  

 戸田公園                   １０３，８７８，９６２円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 みさと吉川パートナーズ 

所管部局 都市整備部 

監査実施日 
職員調査 令和７年１２月１９日 

委員監査 令和８年 １月１９日（書面） 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料  

  みさと公園                   ４１，７６３，５４６円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 みさと吉川パートナーズ 

所管部局 都市整備部 

監査実施日 
職員調査 令和８年 １月１６日 

委員監査 令和８年 １月２２日（書面） 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料  

  吉川公園                    １２，４００，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 一般社団法人埼玉県造園業協会 

所管部局 都市整備部 

監査実施日 
職員調査 令和７年１１月２１日 

委員監査 令和７年１２月１８日（書面） 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料  

  森林公園緑道                  ２３，０００，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監査対象団体 松伏町 

所管部局 都市整備部 

監査実施日 
職員調査 令和７年１２月１８日 

委員監査 令和８年 ３月 ９日(書面） 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料  

 まつぶし緑の丘公園               ６９，５５４，２３２円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 埼玉県住宅供給公社 

所管部局 都市整備部 

監査実施日 
職員調査 令和７年１１月１３日 

委員監査 令和７年１２月１２日（書面） 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料  

  特別県営住宅                  ８０，０３６，５５９円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 埼玉県住宅供給公社 

所管部局 都市整備部 

監査実施日 
職員調査 令和８年 １月１４日 

委員監査 令和８年 １月２８日（書面） 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料  

  特定公共賃貸住宅                 １，３４８，６９０円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 株式会社ケイミックスパブリックビジネス 

所管部局 教育局 

監査実施日 
職員調査 令和７年１２月 ４日 

委員監査 令和７年１２月２４日（書面） 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料  

 さいたま文学館                １３７，１１４，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 



 

 

（３）補助金等交付団体 
監査対象団体 学校法人狭山ヶ丘学園 

所管部局 総務部 

監査実施日 職員調査 令和８年 ３月 ６日 
委員監査 令和８年 ３月１２日（書面） 

財政的援助等

の内容 

（狭山ヶ丘高等学校、狭山ヶ丘高等学校付属中学校、さやまが丘幼稚園） 
１ 私立学校（高等学校、中学校）運営費補助金   ３７９，５５１，９００円 
２ 埼玉県私立高等学校等父母負担軽減事業補助金   ５０，２６１，９８０円 
３ 私立幼稚園運営費補助金             １７，８１５，８４０円 

４ 私立幼稚園等特別支援教育費補助金         ３，９２０，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 
 

 

監査対象団体 学校法人獨協学園 

所管部局 総務部 

監査実施日 職員調査 令和８年 ２月 ２日 
委員監査 令和８年 ２月 ９日（書面） 

財政的援助等

の内容 

（獨協埼玉高等学校、獨協埼玉中学校） 
１ 私立学校（高等学校、中学校）運営費補助金   ３８４，１３３，４２２円 
２ 高等学校等就学支援金             １１４，１１０，７００円 
３ 埼玉県私立高等学校等父母負担軽減事業補助金   ５４，２４２，５７０円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 
 

 

監査対象団体 学校法人共栄学園 

所管部局 総務部 

監査実施日 職員調査 令和８年 ２月１３日 

委員監査 令和８年 ３月１８日（書面） 

財政的援助等

の内容 

（春日部共栄高等学校、春日部共栄中学校） 
１ 私立学校（高等学校、中学校）運営費補助金   ５３１，１３２，７１８円 
２ 埼玉県私立高等学校等父母負担軽減事業補助金  １０５，２８７，８２０円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 
 

 

監査対象団体 学校法人盈進学園 

所管部局 総務部、保健医療部 

監査実施日 職員調査 令和８年 ３月 ９日 
委員監査 令和８年 ３月１３日（書面） 

財政的援助等

の内容 

（東野高等学校） 
１ 私立学校（高等学校）運営費補助金       ３３７，５１４，０２０円 
２ 埼玉県私立高等学校等父母負担軽減事業補助金   ７６，７６３，１８０円 
３ 結核予防費補助金                   １１０，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 



 

 

 

監査対象団体 学校法人国際学院 

所管部局 総務部 

監査実施日 職員調査 令和８年 ３月１２日 
委員監査 令和８年 ３月１９日（書面） 

財政的援助等

の内容 

（国際学院高等学校、国際学院中学校） 
１ 私立学校（高等学校、中学校）運営費補助金   ２６１，４９９，１８２円 
２ 埼玉県私立高等学校等父母負担軽減事業補助金   ６６，２９９，１１０円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 
 

 

監査対象団体 学校法人峯徳学園 

所管部局 総務部 

監査実施日 職員調査 令和８年 ２月１８日 
委員監査 令和８年 ３月 ９日（書面） 

財政的援助等

の内容 
（川口幼稚園、東川口幼稚園） 
１ 私立幼稚園運営費補助金             ８２，３４７，７４０円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 
 

 

監査対象団体 学校法人浦和富士学園 

所管部局 総務部 

監査実施日 職員調査 令和８年 ３月 ９日 
委員監査 令和８年 ３月１９日（書面） 

財政的援助等

の内容 

（別所幼稚園） 
１ 私立幼稚園運営費補助金             ６１，０３８，０００円 
２ 私立幼稚園等特別支援教育費補助金        ２３，９１２，０００円 
３ 私立幼稚園等緊急環境整備費補助金           ２２６，０００円 
４ 私立幼稚園保育料軽減事業補助金（家計急変世帯）     ９９，６６０円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 
 

 

監査対象団体 学校法人なかもり学園 

所管部局 総務部 

監査実施日 職員調査 令和８年 ２月 ５日 
委員監査 令和８年 ３月 ６日（書面） 

財政的援助等

の内容 

（志木なかもり幼稚園） 
１ 私立幼稚園運営費補助金             ６６，０３６，９８０円 
２ 私立幼稚園ＩＣＴ化支援補助金             ４２６，０００円 
３ 私立幼稚園等特別支援教育費補助金         ２，３５２，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 
 

 



 

 

 

監査対象団体 学校法人大宮福島学園 

所管部局 総務部 

監査実施日 職員調査 令和８年 ３月１２日 
委員監査 令和８年 ３月１２日（書面） 

財政的援助等

の内容 

（植竹幼稚園） 
１ 私立幼稚園運営費補助金             ５８，２２５，１１０円 
２ 私立幼稚園等特別支援教育費補助金         ３，９２０，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 
 

 

監査対象団体 学校法人斉木学園 

所管部局 総務部 

監査実施日 職員調査 令和８年 ３月１２日 
委員監査 令和８年 ３月１８日（書面） 

財政的援助等

の内容 
（新河岸幼稚園） 
１ 私立幼稚園運営費補助金             ５６，４６７，９８０円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 
 

 

監査対象団体 学校法人東松山学園 

所管部局 総務部 

監査実施日 職員調査 令和８年 ２月１８日 
委員監査 令和８年 ３月 ９日（書面） 

財政的援助等

の内容 

（松山幼稚園、松山南幼稚園） 
１ 私立幼稚園運営費補助金             ６２，０７３，３５０円 
２ 私立幼稚園等特別支援教育費補助金         ９，０１６，０００円 
３ 私立幼稚園保育料軽減事業補助金（家計急変世帯）     ８８，７６０円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 
 

 

監査対象団体 学校法人峯学園 

所管部局 総務部 

監査実施日 職員調査 令和８年 ３月 ９日 
委員監査 令和８年 ３月１３日（書面） 

財政的援助等

の内容 

（ひさみ幼稚園） 
１ 私立幼稚園運営費補助金             ５９，０８３，０００円 
２ 私立幼稚園等特別支援教育費補助金         ８，６２４，０００円 
３ 私立幼稚園等緊急環境整備費補助金            ６０，０００円 
４ 私立幼稚園保育料軽減事業補助金（家計急変世帯）     １９，８００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 
 

 



 

 

 

監査対象団体 学校法人県北若竹学園 

所管部局 総務部 

監査実施日 職員調査 令和８年 ３月 ２日 
委員監査 令和８年 ３月１０日（書面） 

財政的援助等

の内容 

（篭原若竹幼稚園、川本若竹幼稚園、寄居若竹幼稚園、篭原さみどり認定こども園） 
１ 私立幼稚園運営費補助金            １５５，５９９，７２０円 
２ 私立幼稚園保育料軽減事業補助金              ３，９００円 
３ 私立幼稚園等特別支援教育費補助金         ３，５２８，０００円 
４ 私立幼稚園等緊急環境整備費補助金           ３７５，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 
 

 

監査対象団体 学校法人岩槻清水学園 

所管部局 総務部 

監査実施日 職員調査 令和８年 ２月 ９日 
委員監査 令和８年 ３月 ６日（書面） 

財政的援助等

の内容 
（はくつる幼稚園） 
１ 私立幼稚園運営費補助金             ５６，９９４，８００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 
 

 

監査対象団体 学校法人大熊学園 

所管部局 総務部 

監査実施日 職員調査 令和８年 ３月１３日 
委員監査 令和８年 ３月１３日（書面） 

財政的援助等

の内容 

（愛隣幼稚園） 
１ 私立幼稚園運営費補助金             ５２，３６８，８００円 
２ 私立幼稚園等特別支援教育費補助金         ７，０５６，０００円 
３ 私立幼稚園ＩＣＴ化支援補助金             １０８，０００円 
４ 私立幼稚園等緊急環境整備費補助金            ５７，０００円 
５ 私立幼稚園保育料軽減事業補助金（家計急変世帯）      ４，６００円 
６ 私立学校施設整備費補助金             １，７５２，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

監査対象団体 社会福祉法人清幸会 

所管部局 福祉部 

監査実施日 職員調査 令和８年 １月３０日 
委員監査 令和８年 ３月２６日（書面） 

財政的援助等

の内容 

（軽費老人ホーム行田グリーンホーム、ケアハウス緑風苑、介護老人保健施設グリ

ーンピア） 
１ 埼玉県軽費老人ホームのサービスの提供に要する費用補助金（行田グリーンホ 
 ーム）                      ６６，５３１，１６８円 
２ 埼玉県軽費老人ホームのサービスの提供に要する費用補助金（ケアハウス緑風 
 苑）                        ３，８３４，２８４円 
３ 埼玉県地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金（行田グリーンホーム） 
                          ２５，３２７，０００円 
４ 埼玉県地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金（グリーンピア） 
                          １４，２２１，０００円 
５ 令和５年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等の 
 サービス提供体制確保事業補助金           ５，４９１，０００円 
６ 介護職員処遇改善支援補助金            ３，０４６，８６７円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 
 

 

監査対象団体 社会福祉法人正生会 

所管部局 福祉部 

監査実施日 職員調査 令和８年 ３月 ９日 
委員監査 令和８年 ３月１６日（書面） 

財政的援助等

の内容 

（軽費老人ホームビアラ小手指） 
１ 埼玉県軽費老人ホームのサービスの提供に要する費用補助金 

                          ３１，７４０，４１８円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 
 

 

監査対象団体 社会福祉法人弘和会 

所管部局 福祉部 

監査実施日 職員調査 令和８年 ２月 ９日 
委員監査 令和８年 ３月 ６日（書面） 

財政的援助等

の内容 

（アットホーム夢の郷） 
１ 埼玉県軽費老人ホームのサービスの提供に要する費用補助金 

                          ３３，１０７，１２８円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

監査対象団体 社会福祉法人みなわ会 

所管部局 福祉部 

監査実施日 職員調査 令和８年 ３月１２日 
委員監査 令和８年 ３月１８日（書面） 

財政的援助等

の内容 

（ケアハウス所沢けやき） 
１ 埼玉県軽費老人ホームのサービスの提供に要する費用補助金 

                          ３６，２１２，１９６円 

２ 特別養護老人ホーム等整備事業費県費補助金 

                          ６１，０４０，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 
 

 

監査対象団体 社会福祉法人誠由会 

所管部局 福祉部 

監査実施日 職員調査 令和８年 ３月１８日 
委員監査 令和８年 ３月１８日（書面） 

財政的援助等

の内容 

（ケアハウスハピネス狭山） 
１ 埼玉県軽費老人ホームのサービスの提供に要する費用補助金 

                          ３０，４１３，１３０円 

２ 介護職員処遇改善支援補助金 

                             ２８４，７９３円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 
 

 

監査対象団体 公益財団法人埼玉県スポーツ協会 

所管部局 県民生活部 

監査実施日 職員調査 令和８年 ２月 ６日 
委員監査 令和８年 ３月 ６日（書面） 

財政的援助等

の内容 

１ 公益財団法人埼玉県スポーツ協会補助金      ９３，３２０，０００円 
２ 公益財団法人埼玉県スポーツ協会事業費補助金   ９３，１１３，０００円 
３ 生涯スポーツ振興等事業費補助金         ３３，８２６，０００円 
４ 総合型地域スポーツクラブ等支援事業費補助金    ４，７５０，０００円 
５ 各種競技会等開催費・派遣費補助金（国民スポーツ大会関東ブロック大会） 
                             １４２，１６０円 

６ 各種競技会等開催費・派遣費補助金（国民スポーツ大会国スポ会期前） 

                           ２，４３１，４８９円 

７ 各種競技会等開催費・派遣費補助金（国民スポーツ大会本会期） 

                           ３，６０８，８８７円 

８ 各種競技会等開催費・派遣費補助金（国民スポーツ大会スケート・アイスホッケ 

 ー競技）                        ６２７，８８５円 

９ 各種競技会等開催費・派遣費補助金（国民スポーツ大会スキー競技） 

                             ２９５，８７０円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 
 



 

 

 

監査対象団体 学校法人埼玉医科大学 

所管部局 保健医療部 

監査実施日 職員調査 令和８年 ２月２０日 
委員監査 令和８年 ３月２６日（書面） 

財政的援助等

の内容 
（埼玉医科大学総合医療センター） 
１ ドクターヘリ導入促進事業費補助金       ３２０，８２３，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 
 

 

監査対象団体 一般社団法人埼玉県物産観光協会 

所管部局 産業労働部 

監査実施日 職員調査 令和８年 ３月１２日 
委員監査 令和８年 ３月１６日（書面） 

財政的援助等

の内容 

１ 埼玉県ＤＭＯ体制強化事業補助金        ３７２，８５６，０００円 

２ 埼玉県物産観光振興費補助金           ２２，８２５，０００円 

３ （一社）埼玉県物産観光協会振興費補助金      ２，１６０，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 
 

 

監査対象団体 川口市戸塚東部特定土地区画整理組合 

所管部局 都市整備部 

監査実施日 職員調査 令和８年 ２月１０日 
委員監査 令和８年 ３月１９日（書面） 

財政的援助等

の内容 １ 埼玉県組合等土地区画整理事業補助金（道路事業）  ５４,８００,０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 
 

 

監査対象団体 特定非営利活動法人笑楽工房 

所管部局 福祉部 

監査実施日 職員調査 令和８年 ３月 ４日 
委員監査 令和８年 ３月２６日（書面） 

財政的援助等

の内容 
（一本立ちの砦 笑城） 
１ 社会福祉施設等整備費県費補助金        １２４，９２２，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

監査対象団体 埼玉県土地改良事業団体連合会 

所管部局 農林部 

監査実施日 職員調査 令和８年 ２月２５日 
委員監査 令和８年 ３月１２日（書面） 

財政的援助等

の内容 

１ 施設・財務管理強化対策事業補助金         ４，６６４，０００円 

２ 受益農地管理強化対策事業補助金          １，８４６，０００円 

３ 土地改良施設維持管理適正化事業補助金     １１８，１９７，０００円 

４ 土地改良事業促進補助金              ５，０６０，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 
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